
佐倉市景観条例施行規則 

平成 29年 12月 22日規則第 41号 

佐倉市景観条例施行規則 

佐倉市景観条例施行規則（平成 12年佐倉市規則第 62号）の全部を改正する。 

（趣旨） 

第１条 この規則は、景観法（平成 16年法律第 110号。以下「法」という。）、景観法施行規則（平成 16年国土

交通省令第 100 号。以下「省令」という。）及び佐倉市景観条例（平成 29 年佐倉市条例第 41 号。以下「条例」

という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（届出書等） 

第２条 法第 16 条第１項の規定による届出は、景観計画区域内行為届出書（別記様式第１号）により行うもの

とする。 

２ 条例第３条第２項の規則で定める図書は、次に掲げる図書とする。ただし、行為の規模が大きいため、次に

掲げる縮尺の図面によっては適切に表示できない場合には、当該行為の規模に応じて、市長が適切と認める縮尺

の図面をもって、これらの図面に替えることができる。 

(１) 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の状況を表示する図面で縮尺 2,500 分の

１以上のもの 

(２) 当該行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況を示す写真 

(３) 設計図又は施行方法を明らかにする図面で縮尺 100分の１以上のもの 

(４) 第４条第２項の事前協議結果通知書の写し 

(５) その他市長が必要と認める図書 

３ 前項の規定にかかわらず、市長は、前項各号に掲げる図書の添付の必要がないと認めるときは、これを省略

させることができる。 

（変更の届出書） 

第３条 法第 16 条第２項の規定による届出は、景観計画区域内行為変更届出書（別記様式第２号）に省令第１

条第２項第１号から第３号まで及び前条第２項各号に掲げる図書のうち変更に係るものを添えて行うものとす

る。 

（事前協議） 

第４条 条例第６条の規定による協議は、法第 16 条第１項の規定による届出をしようとする日の 30 日前まで

に、事前協議書（別記様式第３号）に省令第１条第２項に掲げる図書（条例第３条第５項に規定する書面の写し

を除く。）又は第２条第２項に掲げる図書（同項第４号に掲げる図書を除く。）を添付して市長に提出した上で行

うものとする。 

２ 条例第８条の規定による結果の通知書は、事前協議結果通知書（別記様式第４号）とする。 

（適合通知） 

第５条 市長は、法第 16 条第１項又は第２項の規定による届出に係る行為が景観計画に定められた当該行為に

ついての制限に適合すると認めるときは、景観計画区域内行為適合通知（別記様式第５号）により当該届出を行

った者に通知する。 

（公表の方法） 

第６条 条例第９条第２項の規定による公表は、佐倉市公告式条例（昭和 34 年佐倉市条例第４号）第２条第２

項に規定する掲示場への掲示その他の適当と認められる方法により行うものとする。 

（景観重要建造物等の指定提案） 

第７条 省令第７条第１項及び省令第 12 条第１項に規定する提案書は、景観重要建造物・樹木指定提案書（別

記様式第６号）とする。 



（景観重要建造物等の指定の告示） 

第８条 条例第 11条第２項及び条例第 13条第２項の規定による告示は、次の事項について行うものとする。 

(１) 指定番号及び指定年月日 

(２) 建築物にあってはその名称、樹木にあってはその樹種 

(３) 所在地 

（景観重要建造物等の標識の設置） 

第９条 法第 21 条第２項又は法第 30 条第２項に規定する標識は、景観重要建造物又は景観重要樹木の景観を

損なわない意匠とするとともに、道路その他の公共の場所から公衆の見やすい場所に設置するものとする。 

（景観重要建造物等の現状変更） 

第 10条 省令第９条第１項及び省令第 14条第１項に規定する申請書は、景観重要建造物・樹木現状変更申請書

（別記様式第７号）とする。 

（景観重要建造物等の所有者の変更） 

第 11条 法第 43条の規定による届出は、景観重要建造物・樹木所有者変更届書（別記様式第８号）により行う

ものとする。 

（会長及び副会長） 

第 12条 条例第 17条第１項に規定する佐倉市景観審議会（以下「審議会」という。）に会長及び副会長を置く。 

２ 会長は、条例第 17 条第２項第１号に掲げる者につき委嘱された委員のうちから委員の互選によってこれを

定める。 

３ 副会長は、条例第 17 条第２項第１号に掲げる者につき委嘱された委員のうちから会長の指名によってこれ

を定める。 

４ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

５ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第 13条 審議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

４ 審議会は、必要があると認めるときは、適当と認める者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができ

る。 

（庶務） 

第 14条 審議会の庶務は、都市計画主管課において処理する。 

（審議会の運営） 

第 15条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。 

（補則） 

第 16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この規則は、平成 30年１月１日から施行する。ただし、第２条から第 11 条までの規定は、平成 30 年７月１日

から施行する。 
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様式第３号（第４条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第４号（第４条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第５号（第５条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第６号（第７条関係） 

 

 

 

 



様式第７号（第 10条関係） 

 

 

 

 

 

 



様式第８号（第 11条関係） 

 

 


